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用語解説 ３２



１．背景

２０１８年３月に公布された「道路法等の一部を改正する法律」により、平常時・災害時
を問わない安定的な輸送を確保するため、国が物流上重要な道路輸送網を指定し、機能強化
や重点支援が実施される「重要物流道路制度」が創設されました。

また、２０２０年１２月「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」が閣議決
定され、新たに重点的に取り組むべき対策として「高規格道路のミッシングリンク＊の解消
等の道路ネットワークの機能強化」が位置づけられました。

我が国を取り巻く社会情勢や道路を取り巻く環境の変化に適切に対応するため、国では、
中長期的な観点による、広域的な道路交通計画の策定が進められています。

この計画では地域の実情を反映するために、国から各都道府県及び政令市に対し、都道府
県単位の計画を策定、見直し・報告することを求めています。

そこで、埼玉県・さいたま市では、道路ネットワークの重要性という共通認識のもと、時
代に即した新たな視点により、平成５年に策定された広域道路整備基本計画の見直しを行う
こととしました。
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本県は高規格幹線道路や新幹線などの広域交通網の充実により交通の要衝として地理的優
位性が飛躍的に向上しており、本県を行き交う人、モノ、経済の動きはより一層活発化する
とともに、好機を求めて多数の企業が本県への立地を進めています。

一方、戦後一貫して増加を続けてきた本県の人口は減少に転じ、高齢者の急増と働き盛り
世代の更なる減少により人口構造が大きく変化します。

また、首都直下地震の発生が危惧されるなど大規模災害への備えが喫緊の課題となってい
ます。

さらに、令和元年（２０１９年） 12月に発生し、全世界を未曾有の危機に巻き込んでい
る新型コロナウイルス禍の影響で生活スタイルの変化が見られ、テレワークや時差通勤、
様々な分野での宅配サービスの充実など人、モノの流れも変容し始めています。

本計画はこれらの社会情勢の変化やＳＤＧｓへの関心の高まりなどを踏まえ、将来にわた
る持続的発展を実現するため中長期的な視点により計画的な道路整備・管理や道路交通マネ
ジメント＊等の基本となる埼玉県広域道路交通計画を定めるものです。

２．趣旨

：本計画が関係する主なＳＤＧｓ



３．計画の構成と位置づけ

本計画は、埼玉県５か年計画の方向性を踏まえた長期的な計画として、地域の将来像を踏
まえた広域的な道路交通の今後の方向性を定めた「広域道路交通ビジョン」とビジョンに基
づき具体的な広域道路ネットワーク計画等を定めた「広域道路交通計画」の２部構成となっ
ています。

４．計画の期間

本計画は、令和３年度（２０２１年度）から概ね２０年間の計画とします。
なお、計画期間中に、社会経済情勢の著しい変化や関係する制度の大幅な変更が生じた場

合などには、必要に応じて計画の見直しを行います。
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○国の地方ブロック版広域道路交通計画と県計画の関係
現在、国では、事業中・計画中路線等の「重要物流道路」の追加指定に向けた検討

を進めています。その候補路線は、関東ブロック版広域道路交通計画に位置付けられ
た路線から選定されます。国は地域の意見を反映するため、都道府県や政令市などに
対し、各都道府県版の広域道路交通計画の策定、見直しを求めています。

調整 重要物流道路の追加指定
広域道路交通計画の中から
計画路線を含めた道路を指定
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１．現状と将来像

本県の人口は戦後一貫して増加してきましたが、平成２７（２０１５年）の人口が７２７
万人に対し、令和2年（２０20年）からは推計人口が７２５万人と減少傾向となり、令和
１７年（２０３５年）には７００万人を割ると予想されています。１５歳から６４歳までの
生産年齢人口は平成１２年（２０００年）をピークに減少が続いており、令和１７年（２０
３０年）には４２０万人まで減少し、令和２７年（２０４０年）にはピーク時の約７割に当
たる３６５万人まで減少する見通しです。

（１）人口減少と人口構造の変化

我が国の経済は１９９０年代初頭のバブル崩壊以降、２０年にわたり低迷が続いていまし
たが、デフレ脱却に向けた様々な取組により近年は緩やかな回復基調にありました。本県の
経済も世界同時不況や東日本大震災による影響を克服し、平成２０年（２００８年）のリー
マン・ショック後に急速に悪化した雇用情勢も緩やかな改善が見られていました。

しかし、令和元年（２０１９年）末に始まった新型コロナウイルス感染症の拡大により、
人、モノの流れの世界的な遮断と国内経済活動の抑制、世界金融市場の不安定化が進み、経
済状況の悪化はリーマン・ショックを超えるインパクトとなっています。また、テレワーク
などデジタル化の加速や物流サービスの多様化など、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の
「新たな日常」に対応するための変革の兆しも見られています。

このような中で人口減少・高齢化の進展が予測されており、本県経済の回復と活力維持が
課題となっています。

（２）経済を取り巻く環境の変化

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）から加筆
※2015年までは「国勢調査」

2020年以降は「埼玉県推計」

将来人口の見通し

経済成長率等の推移 失業率の推移

出典：総務省統計局「労働力調査」

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）
※2017年までは「埼玉県県民経済計算2017」

2018年以降は「埼玉県推計」
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本県の土地利用を大まかに分けると、県の西部が森林、北部及び東部・中西部の一部
が農用地、南部が宅地に区分されます。

市街地は、都心から放射状に延びた鉄道に沿って拡大しています。
鉄道網、道路網の整備に伴う交通利便性、生活利便性の向上や経済社会諸活動の拡大

により、森林及び農用地が減少し、宅地が増加しています。
県内にある工業団地は広域にわたって存在していますが、県北地域と圏央道沿線地域

に多く存在しています。

（３）土地利用

出典：埼玉県企業局資料を加工「寄居スマートIC美里産業団地」

出典：埼玉県HP 立地企業一覧（公表分） 「チャンスメーカー埼玉戦略Ⅳ」
「チャンスメーカー埼玉戦略III」
「チャンスメーカー埼玉戦略II」

近年では、圏央道が首都圏全体で約９
割の概成したことにより、本県の交通利
便性はさらに向上し、産業適地として企
業の立地ニーズは一層の高まりを見せて
おり、圏央道沿線地域では、インター
チェンジ周辺や主要幹線道路沿いに大型
物流施設をはじめとした企業立地が進ん
でいます。

また、県北地域では、スマートイン
ターチェンジ＊周辺や主要幹線道路沿い
に既存工業団地の拡大といった新たな産
業基盤づくりの取組も進められています。

人口集中地区（ＤＩＤ）

出典：埼玉県HP「埼玉の道路」

出典：国土数値情報をもとに埼玉県作成

地形と土地利用

県北地域における産業基盤づくり

企業立地数の推移
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広域交通ネットワーク

圏央道の整備により、県内の東西方向の交通が強化されるとともに、常磐自動車道
（常磐道）、東北自動車道（東北道）や関越自動車道（関越道）、中央自動車道（中央
道）、東名高速道路（東名高速）をつなぐ高速道路網が完成し、国際的な玄関である成
田空港や常陸那珂港とも結ばれました。

また、東京外かく環状道路（外環道）の千葉県区間に続き東京都区間が完成すると、
近隣都県の港湾との結節が強化され、国内外とつながる交通の要衝として本県の優位性
は更に向上します。

鉄道では、北陸新幹線、北海道新幹線が開業し、東北、山形、秋田、上越新幹線と併
せて東日本全体を結ぶ高速鉄道網が形成され、東日本の交通の結節点であるさいたま市
には、様々な広域交通基盤を組み合わせた広域交通拠点が形成され、東日本の中核都市
として全国規模の活発な交流を支える役割が求められています。

このように優れた広域交通ネットワークを最大限に生かすことで、企業活動や物流・
観光など様々な分野で本県の活性化が可能となります。

（４）充実する広域交通網

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）
※一部加筆（開通区間の更新）

出典：さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画
※一部加筆（開通区間の更新）
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さいたま市周辺の広域交通基盤

常陸那珂港

東京港
千葉港

⽊更津港
横浜港

新潟港



最大想定規模の洪水

東日本大震災の発生以来、全国的に地震や火山活動の活発化が懸念されており、本
県を含む首都圏では、東京湾北部や茨城県南部などを震源とする大規模地震発生の可
能性があります。県内では、深谷断層帯・綾瀬川断層など活断層の存在が確認されて
います。

東京湾北部地震などの首都直下地震については、今後３０年以内にマグニチュード
７クラスの地震の発生する確率が約７０％と言われています。

大規模地震が発生した場合、建物の倒壊や市街地での火災などにより、多数の死傷
者と帰宅困難者が見込まれます。

首都直下で大規模な地震が起こった場合、本県はさいたま新都心を中心として首都
機能のバックアップや被災者救援の拠点となることが期待されています。

また近年は、集中豪雨や竜巻なども頻発しており、異常気象により県民の生命、財
産が脅かされるリスクが高まっています。

（５）身近に迫る災害の脅威

出典：埼玉県HP「被害分布図画像データ」
（東京湾北部地震 震度分布）出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）

東京湾北部地震の震度分布想定される各地震の震源域

出典：国土交通省HP「ハザードマップポータルサイト」
洪水（想定最大規模）より作成

出典：埼玉県HP「埼玉県の河川」
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土砂災害危険箇所分布図



本県では、令和元年（２０１９年）に県営熊谷ラグビー場でラグビーワールドカップ
2019が開催されました。また令和３年（２０２１年）に延期が決定した東京2020オ
リンピック・パラリンピック大会では、さいたまスーパーアリーナや埼玉スタジアム２
００２など県内４施設で競技が予定されています。新型コロナウイルス感染症予防対策
のため、現在、規模の縮小などが検討されていますが、大会期間中は国内外から多くの
人が本県を訪れることが予想されており、県内の魅力を発信する絶好の機会となります。
これを機に、県内各地に観光客を誘導し、地域の活性化につなげる取組が必要です。

（６）観光による地域の活性化

観光入込客数の推移

出典：埼玉県HP 「観光入込客統計調査結果」

訪日外国人の観光入込客数の推移

様々な観光資源

※県を代表する観光地の川越、秩父、長瀞をめぐる観光ルート
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出典：埼玉県HP「埼玉県政の基本方針2019～日本一暮らしやすい埼玉の実現～」を一部加工

※



本県は、首都に隣接し人口の集中している地域、市街地が郊外に点在している地域、
自然豊かな中山間地域など多彩な地域があり、日本の縮図と呼ばれています。

このように、都心からの距離に応じて都市化の状況や首都の動向の影響など社会経済
の状況が特徴的に異なる傾向があり、県域を都心からの概ねの距離に基づき大きく県
南・圏央道・県北の３つのゾーンに区分することができます。

（７）地域の動向（県南ゾーン・圏央道ゾーン・県北ゾーン）

都心から概ね１０～３０kmの範囲内にあり、早くから都市化が進んできました。都
内への通勤通学の交通利便性が高いことから依然として人口の増加傾向が続いています。

◆地域の動向
市街地が連たんし、人口密度の高い地区が多いため、大規模な地震や水害に対する備

えを高めておく必要があります。
東日本を代表する交通の要衝として主要都市に直結する強みを生かし、本県経済の活

性化やにぎわいの創出をけん引する役割を果たしていくことが求められます。
ゆとりある住環境や安全で快適な都市空間を形成するため、交通渋滞対策の推進、幹

線道路網の強化を進める必要があります。
さらに、国際港へのアクセスの良さやネット通販などの急速な消費拡大を背景に、国

際海上コンテナ交通など大型物流の需要がより高くなるなど、今後も交通量の増加が見
込まれます。

また、災害時においては県内外のバックアップ機能を支える重要な役割を担います。

1）県南ゾーン

本県の地域区分

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）

県南ゾーン

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）
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都心から概ね３０～６０km圏に位置し、１９８０年代後半から１９９０年代に郊外
の鉄道沿線の都市を核として定住化が進み、都市と田園が共存した環境がつくられてい
ます。

◆地域の動向
圏央道の県内区間の整備完了以降、インターチェンジ周辺地域などを中心に企業立地

が進み、近年の企業立地件数の約６割がこの地域に集中しています。
交通需要の高まりから交通安全対策の推進や広域物流拠点としての魅力を高める幹線

道路の整備、経済活動を支える円滑で安全な道路網を形成するインターチェンジへのア
クセス改善などを進める必要があります。

都心から概ね６０km以遠に位置し、産業振興とともに古くからの歴史や文化が維持
され、祭りや、観光名所などに恵まれている地域です。

◆地域の動向
進学や就職等を機に若年世代が転出し人口減少が続いており、今後更に高齢化が進む

中で地域の活力を維持することや、自動車が移動手段の中心となっている中での生活の
足の確保が重要になります。

高速道路や主要道路の沿線を中心に企業立地、産業振興を図る必要があり、スマート
インターチェンジ周辺や主要幹線道路沿い、既存工業団地の拡大といった新たな産業基
盤づくりの取組が進められています。

コミュニティ全体で高齢者の生活を支える仕組みを充実するとともに、地域資源を生
かしたまちづくりを進め、観光客など交流人口による地域の活性化を図る必要がありま
す。

２）圏央道ゾーン

3）県北ゾーン

圏央道ゾーン

県北ゾーン

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）

出典：埼玉県5か年計画（2017-2021）

-10-



埼玉県５か年計画の将来像と広域道路が担う役割や効果を踏まえ、次の３つの将来像
を目指します。

（８）本県の目指す将来像
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将来像１ 希望と安心の埼玉

災害への備えを固め、安心安全に暮らせる社会

将来像２ 活躍と成長の埼玉

人口が減少するなかでも持続的な成長を実現できる社会

将来像３ うるおいと誇りの埼玉

豊かな自然環境に親しみ誇りを実感できる社会



本県は、戦後の高度経済成長期の急激な人口増加による市街地の拡大と自動車交通量
の増加に道路整備が十分に追いついていない状況となっています。

平成２７年度全国道路・街路交通情勢調査によると、本県の２４時間平均交通量は全
国４位であり、混雑度は全国ワースト２位となっており、県民生活や物流などの経済活
動に大きな支障となっています。

特に市街地を通過する幹線道路や他都県と連絡する道路、観光地へのアクセス道路な
どに交通が集中し、慢性的な混雑が発生しています。

将来的に人口が減少していく状況において、本県全体の交通量は若干の減少が見込ま
れますが、県南部では依然として交通量の増加が予測されています。特に著しい混雑が
発生している圏央道以南を中心に渋滞緩和及び企業立地の進展等に伴う交通負荷増大に
対応するため、南北方向、東西方向に具体的な高速道路等のネットワークを計画し、早
期の具体化を図る必要があります。併せて県内幹線道路網におけるミッシングリンクの
解消などネットワーク強化に向けた取組を引き続き進める必要があります。

（１）交通混雑の緩和

２．広域的な交通の課題と取組の方向性

本県の混雑度状況

出典：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査

-12-

混雑度※ 上位５県
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東京都 埼⽟県 神奈川県 ⼤阪府 愛知県 全国平均

混
雑
度

※道路の込み具合を示す指標。
混雑度1.0を下回ると、道路が混雑することがなく、
円滑に走行できる状態を示す。
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出典：平成27年度全国道路・街路交通情勢調査

出典：国土交通省作成現在OD表より埼玉県作成

概ね10年後の都県間将来交通量の伸び
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出典：国土交通省作成現在OD表より埼玉県作成



川 島 Ｉ Ｃ

圏 央 道

川 越 ⽅ ⾯

⼀ 般 国 道 2 5 4 号

圏央道の概成等により、交通の要衝としての本県の強みは飛躍的に拡大しており、高
速道路のインターチェンジ周辺を中心に物流拠点等の立地が進展しています。こうした
本県の優位性を最大限に生かし、さらなる企業誘致の促進による地域経済の活性化を図
るため、産業団地の整備などと連動したインターチェンジアクセス道路やスマートイン
ターチェンジなどの整備が必要です。

また、物流車両の大型化に伴い、本県における特殊車両通行許可申請・協議件数は、
平成２６年度から平成３１年度までの６年間で約５割増加しています。さらに近年、国
際海上コンテナ（４０ｆｔ背高）の保有個数が大幅に増加しており、これらの車両の円
滑な通行環境を整備する必要があります。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に生活様式が大きく変化したことを
受け、物流の細分化、多様化が加速していくことが予想されています。

物流の効率化・高度化に対応するため、引き続き、物流拠点の更なる立地促進等を進
めることが、本県経済の持続的な発展に必要不可欠です。

（２）企業誘致等による地域活性化と物流の効率化

本県における産業基盤づくり支援位置

本県の産業基盤づくり支援例

出典：埼玉県HP「第3次田園都市産業ゾーン基本方針（H29～H33）」

出典：埼玉県HP「川島IC北側地区 事業概要」
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出典：国土交通省 関東地方整備局 「関東ブロック新広域道路交通ビジョン（案）中間とりまとめ」

世界の海上コンテナ保有個数の推移

国際海上コンテナ申請台数路線別マップ

圏央道周辺マルチテナント立地状況図

特殊車両通行許可件数の推移

出典：埼玉県作成

⾼速道路

7,000台以上
5,000~7,000台
3,500~5,000台
1,000~3,500台
1,000台未満

申請台数
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平成27年12⽉時点 令和2年12⽉時点

平成29年都道府県地価調査調査地点

圏央道沿線等に⽴地する主な企業の
⼤型マルチテナント型物流施設※

凡 例（令和2年12⽉時点）
開通済 事業中 調査中

6⾞線 4⾞線 2⾞線

：基準地価格（⼯業地）上昇率全国トップ１０の地点を有する沿線⾃治体
（平成29年都道府県地価調査）
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本県は、東日本を結ぶ高速鉄道網の結節点であり、また東京都心に向かう放射方向の
鉄道路線が複数整備されていることから県内の鉄道乗降客数は、年間約２５億人に達し
ています。

また、鉄道駅を発着とする成田空港や羽田空港を結ぶ高速バスも開設されており、本
県を訪れる外国人観光客は近年増加傾向にあります。

今後、人口減少や高齢化、外国人観光客の増加など社会経済情勢が変化していく中、
日常生活や経済活動を支え、地域のつながりや交流を促進、維持していくためには、利
用者が多様な交通を選択し、利用できる環境を整えていくことが必要です。

（３）地域のつながりや交流の促進・維持

鉄道乗降客数の推移

高速バスネットワーク図
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出典：埼玉県HP「地域の足の活性化検討調査報告書」出典：埼玉県HP「令和元年（2019年）埼玉県統計年鑑」
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※図中の数値は、1日あたりの運行回数を表しています。
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出典：埼玉県HP「地域の足の活性化検討調査報告書」
（平成３０年１月調べ）



大規模災害が発生した際の被害を最小限にとどめ、迅速な復旧・復興活動を行うため
には、供用中区間の耐震化や無電柱化等を進めるとともに、避難や緊急物資等の輸送が
滞ることのない多重性や代替性（リダンダンシー）が確保された災害に強い道路網の構
築が必要です。

また、首都直下型地震の発生時など、広域防災拠点に位置付けられているさいたま新
都心などが、首都中枢のバックアップ機能を確実に発揮させるためにも各拠点へアクセ
スする強靭な道路網が必要です。

現在、本県の緊急輸送道路＊を構成する広域幹線道路では、暫定２車線区間やミッシ
ングリンク、落石等が多発する災害脆弱区間などがあり、これらの区間では速やかに対
策を進めていく必要があります。

（４）災害に備えた道路網の強靭化

防災拠点図

出典：埼玉県作成
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埼玉県道路啓開計画



戦後、社会資本整備は着実に進められてきましたが、高度経済成長期に集中的に整
備された施設が多く、その老朽化が社会問題となっています。

本県においても２０年後には建設後５０年を経過する橋りょうが約８割に達するな
ど急速に老朽化が進行します。

道路機能が麻痺すると道路交通のみならず、社会経済活動に大きな影響を与えるこ
とから道路機能を保全するための確実な点検と予防保全を含めた計画的な修繕、更新
が必要となります。

（５）施設の老朽化に対応した広域道路交通の機能保全

橋梁数の推移

2021年 2041年

20年後

50年未満 50年以上

40％
（1,104橋）

21％
（571橋）

79％
（2,204橋）

橋梁の老朽化割合

出典：埼玉県HP「埼玉県橋りょう保全計画」

橋梁の損傷状況 橋梁点検の状況

出典：埼玉県HP「埼玉県橋梁長寿命化修繕計画」

出典：埼玉県HP「埼玉県橋梁長寿命化修繕計画」

出典：埼玉県HP「埼玉県の道路」
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40％
（1,104橋）

59％
（1,655橋）

21％
（571橋）

79％
（2,204橋）



道路交通の分野においてもＥＴＣ２．０やカーナビゲーションシステム、スマート
フォンなどのビッグデータから得られる情報をもとに渋滞やバス運行、駐車場の空き状
況などがリアルタイムで把握できる情報技術が急速に進展しています。

今後は、道路交通に関する多種多様なビッグデータの活用やＩＣＴ＊ 、ＡＩなど新技
術を活用した道路交通管理の高度化への対応が必要となります。

一方、今後の人口減少により公共交通の縮小による移動手段の確保やトラックドライ
バー不足による輸送サービスの低下が懸念されています。

問題解決の一つの策として県内においても、自動運転技術の実証実験が開始され、全
国でも道の駅を活用した自動運転システムが実用化されています。自動運転をはじめと
した先端技術の進展は著しく、引き続き動向を注視する必要があります。

（６）情報通信技術の進展と技術革新への対応

出典：埼玉県HP「通学路の安全対策（知事記者発表資料 平成24年4月17日）」

カーナビを活用した交通安全対策

道路情報カメラの配信

出典：秩父県土整備事務所 路面監視カメラ画像
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3．広域的な道路交通の目指す姿

広域的な道路交通の課題を踏まえ、次の３つの姿を目指します。
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4．広域的な道路交通の基本方針

埼玉県の広域的な道路交通の目指す姿を踏まえ、広域的な道路交通の基本方針を「広
域道路交通ネットワーク」、「交通・防災拠点」、「ＩＣＴ交通マネジメント」の３つ
の視点で整理します。

○ 地域の活力を高める道づくり

・高速道路網の強化とともに高速道路を補完する幹線道路やインターチェンジへのア
クセス道路などの整備により、企業誘致の推進、観光地へのアクセス強化等に資する
道づくりを進めます。

・県内東西方向の道路網の強化や、県内政令市、中核市及び定住自立圏、さらには隣
県の中枢中核都市との連携を強化する広域的な道路整備により、地域の更なる発展と
交流を促進します。

○ 生活の質を高める道づくり

・県南部を中心として市街地を通過する幹線道路等で発生している慢性的な混雑を改
善し、渋滞による損失時間を縮小させるため、高速道路やバイパスの整備・多車線化
などにより通過交通を分担し、交差点改良などにより快適で安全に通行できる道づく
りを進めます。

○ 災害に強い道づくり

・施設の耐震化や老朽化対策など、将来にわたる道路の機能確保に努めるとともに、
ネットワークの多重性や代替性を強化し、災害時の避難活動や物資輸送が確実かつ円
滑に機能する道づくりを進めます。

広域道路交通ネットワーク基本方針

広域道路交通ネットワークのイメージ
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○ 地域の活力を高める拠点づくり

・首都圏の中央に位置する地理的優位性と高速道路や新幹線といった優れた広域交通
網を最大限活かし、交通の要衝として本県経済の更なる活性化を図るため、まちの発
展や地域資源を活かした交流拠点づくりや拠点とインターチェンジなどを結ぶ道づく
りを進めます。

○ 生活の質を高める拠点づくり

・利用者が多様な交通を選択し利用できる環境の維持と、生活の利便性を向上させる
ため、モーダルコネクト＊を強化、促進する拠点づくりを進めます。

○ 災害に強い拠点づくり

・広域的な防災活動の連携・強化を図るため、地域防災計画に位置付けられた防災拠
点や物流倉庫など物資輸送の拠点、駅などの交通拠点を結ぶ道路の機能を確保し、ま
た、災害時に防災機能を発揮する「道の駅」の機能強化を進めます。

交通・防災拠点基本方針

ICT交通マネジメント基本方針

○ 地域の活力や生活の質を高める交通マネジメント

・多様な交通を便利で快適に利用できる環境を創出するため、自動運転技術に対応し
た道路交通マネジメントの検討や、地域資源や鉄道・バスの運行状況、気象といった
幅広い情報を道路利用者に提供するなど、モビリティサービス＊向上を進めます。

○ 災害に強い交通マネジメント

・災害時の通行不能区間や道路施設の損傷を早期に把握し、道路啓開や救援物資など
の物流ネットワークの確保を迅速に行うため、道路交通に関するビッグデータの収集
やＩＣＴの活用を進めます。



1．広域道路交通ネットワーク計画

本県の道路網は、旧街道に沿った鉄道網と駅を中心とした市街地の急激な拡大による交通
需要の増加に合わせ、道路網が形成されてきました。

首都圏に位置する本県の特性から、広域道路ネットワークは都心から放射状に広がる基幹
的な幹線道路とそれを結ぶ幹線道路の整備を進めてきましたが、高い交通需要に十分対応で
きていない現状があります。

そのため、本県が目指す広域道路ネットワークは、基本方針（「地域の活力を高める道づ
くり」、「生活の質を高める道づくり」、「災害に強い道づくり」）を踏まえ、高速道路や
直轄国道＊などの基幹的な道路を中心として、それらと一体的にネットワークを形成する
県・市管理国道等を含めた道路で構成するものとします。

本県の広域道路ネットワークは国の定義する「高規格道路」と「一般広域道路」に加え、
「その他の広域道路」として県内の広域的な道路網を補完する路線の３階層とします。

（ア）高規格道路
人流・物流の円滑化や活性化によって、経済活動を支えるとともに、激甚化、頻発化、広

域化する災害からの迅速な復旧・復興を図るため、高速自動車国道を含め、これと一体と
なって機能する路線です。

都市間を結ぶ道路や中心都市を環状に連絡する道路を中心に、高規格幹線道路、自動車専
用道やそれらを代替する路線であり、道路に求めるサービス速度が概ね60km/h以上の道路
で構成するものです。

（イ）一般広域道路
高規格道路を補完しつつ、広域交通の拠点などを効率的かつ効果的に連絡する道路であり、

道路に求めるサービス速度が概ね40km/h以上の道路で構成するものです。

（ウ）その他の広域道路
上記（ア）（イ）以外の道路で、県・市管理国道の全て及び県道では、複数市町村を経由

する４車線を有する路線又は田園都市産業ゾーン基本方針に位置付けられている路線等で構
成するものです。
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広域道路交通ネットワーク（県内全域）
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広域道路ネットワークの路線リスト
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1 東北自動車道

2 関越自動車道

3 常磐自動車道

4 東京外環自動車道

5 首都圏中央連絡自動車道

6 首都高速5号池袋線

7 首都高速6号三郷線

8 首都高速川口線

9 首都高速埼玉大宮線

10 首都高速埼玉新都心線

11 国道4号

12 国道16号

13 国道17号

14 国道298号

15 西関東連絡道路 県内全区間 県内全区間 — —

16 東埼玉道路 外環～茨城県境 県内全区間 — —

17 新大宮上尾道路 首都高接続～鴻巣 県内全区間 — —

18 熊谷渋川連絡道路 鴻巣～群馬県境 県内全区間 — —

19 国道122号
—

群馬県境～
国道298号

国道298号～
東京都境

20 国道125号 — 県内全区間 —

21 国道140号 —
国道17号～

花園IC
花園IC～
山梨県境

22-1 国道254号（現道） — — 県内全区間

22-2 国道254号（バイパス） —
県道練馬川口線～

東松山ＩＣ
東松山ＩＣ～

群馬県境

23 国道299号 — 県内全区間

24 国道354号 県内全区間 —

25 国道407号

26 国道462号

27 国道463号 — 所沢IC～国道４号 国道１６号～所沢IC

28 県道さいたま鴻巣線
国道17号～
国道４６３号 —

国道17号～
国道４６３号

—

29 県道さいたま川口線 全区間 全区間

30 県道さいたま春日部線

県道川口上尾線～
国道16号

県道川口上尾線～
国道16号

31 県道さいたま栗橋線 全区間 全区間

32 県道東京所沢線
東京都境～
国道463号

東京都境～
国道463号

33 県道さいたま菖蒲線 全区間 全区間

34
県道熊谷小川秩父線

国道４０７号～
県道ときがわ熊谷線

国道４０７号～
県道ときがわ熊谷線

35 県道川越栗橋線
国道17号～
桶川加納ＩＣ

国道17号～
桶川加納ＩＣ

36 県道越谷野田線
国道4号（バイパス）～

千葉県境
—

国道４号（バイパス）～
国道４号（東埼玉道路）

国道4号（東埼玉道路）～
千葉県境

37 県道練馬所沢線
東京都境～
国道463号

東京都境～
国道463号

38 県道東松山鴻巣線
国道254号～

国道17号
国道254号～

国道17号

39 県道飯能寄居線
国道299号～
国道254号

国道299号～
国道254号

40 県道さいたま草加線
国道298号～

県道台東川口線
国道298号～

県道台東川口線

41 県道川口上尾線

国道298号～
県道さいたま

春日部線

国道298号～
県道さいたま

春日部線

42 県道保谷志木線
東京都境～
国道254号

東京都境～
国道254号

43 県道深谷東松山線
県道ときがわ熊谷線～

国道254号
県道ときがわ熊谷線～

国道254号

44 県道越谷流山線
国道４号（東埼道路）～

千葉県境
国道４号（東埼道路）～

千葉県境

45 県道台東川口線
東京都境～

県道さいたま草加線
東京都境～

県道さいたま草加線

46 県道葛飾吉川松伏線
国道298号～

県道越谷流山線
国道298号～

県道越谷流山線

47 県道練馬川口線 東京都境～東京都境 —
国道254号（現道）～国道

254号（バイパス）

東京都境～
国道254号（現道）

・
国道254号（バイパス）～

東京都境

48 県道羽生栗橋線
国道125号～

羽生ＩＣ
— —

国道125号～
羽生ＩＣ

49 県道八潮三郷線
東京都境～
国道298号

東京都境～
国道298号

50 県道所沢堀兼狭山線
国道463号～

国道16号
国道463号～

国道16号

51 県道加須幸手線 国道125号～国道4号 国道125号～国道4号

52 県道川越北環状線 全区間 — 全区間 —

53 県道ときがわ熊谷線
県道深谷東松山線～
県道熊谷小川秩父線

— —
県道深谷東松山線～
県道熊谷小川秩父線

54 県道足立川口線
東京都境～
国道122号

東京都境～
国道122号

55 核都市広域幹線道路 東京都境～千葉県境 県内全区間 — —

— —

県内全区間 県内全区間 —

県内全区間 — 県内全区間 —

高規格道路 一般広域道路 その他の広域道路No. 路線名
広域道路ネットワーク

区間

—

県内全区間 県内全区間 — —

県内全区間

県内全区間

—

——

—

—

—



2．交通・防災拠点計画

（１）交通拠点の整備推進

広域道路と交通・防災拠点とのアクセス性を確保するとともに、拠点機能を活用し、
都市や地域の利便性の向上と災害対応の強化を推進します。
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１）「東日本の玄関口」の位置付けにある「大
宮」をはじめとした県内の主要な交通拠
点においては、全国への優れたアクセス性
を活かし、交通基盤の再編・強化や駅機能
の高度化等を進め、交通結節機能を充実さ
せます。

２）高速道路等へのアクセスルートの整備と合
わせ、交通利便性を更に高め、多様な面か
ら交通の要衝としての役割を担うターミナ
ル機能の整備を推進します。

本県の「大宮」は、首都圏広域地方計画において、東日本のネットワークの結節点とし

て連携・交流機能の集積・強化、災害時のバックアップ拠点機能の強化を図ることが位置
付けられており、大宮駅を中心に駅周辺のまちづくり、交通基盤整備及び駅機能の高度化
を三位一体で進めるため、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」を策定し、
その充実・強化に取り組むとともに、東日本の玄関口として交通結節機能の強化に取り組
む。

【施策概要】

【対応策】

 空間を立体的に活用し、コンパ

クトで円滑に乗換ができる交通

広場の整備

 開発事業を支える道路ネット

ワークの強化

 様々なニーズに応える多様な交

通モードとの連携

 交通結節機能の強化

【大宮駅グランドセントラルステーション化構想】

＜交流広場のイメージ＞

銀座通り沿いの交流広場を望む※

東日本の中枢都市として交流を支える広域交通体系

施策事例 交通拠点の活用



蓮田ＳＡ(上り線)防災拠点の防災機能

災害活動拠点としての活用

（２）道の駅等における賑わいの創出や地域活性化、災害時の支援や機能強化
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１）高速道路休憩施設や県内に２０箇所（令和２年４月１日現在）ある道の駅は、休憩
場所や道路交通情報発信場所といった機能に加え、地域の活性化や防災拠点として
役割は多様化しています。

２）広域道路ネットワークを形成する国道や県道の沿道に位置する道の駅が多く、地域
振興施設として地域の賑わいを創出するだけでなく、災害時の活動拠点としての役
割を担うことが期待されています。

３）県境付近における生活圏は行政境界にとらわれず形成されている場合があり、広域
的な防災拠点へのアクセス性を高める必要があります。

出典：NEXCO東日本「東北自動車道 蓮田SA（上り線）防災拠点の概要」

出典：国土交通省 「熊本地震の被災地を支援する「道の駅」」

拠点活用事例

道の駅地域振興施設活用

出典：道の駅ガイドブック 道の日祭りでの賑わい



3．ICT交通マネジメント計画

本県では、全国に先駆けて道路危険箇所への対策にビッグデータを活用した交通安全対
策の取組を進めており、全国でもその取組みは広がっています。また、県内でも深谷市や
川口市において、自動運転技術の実証実験が開始され、全国でも道の駅を活用した自動運
転システムの実証実験が行われています。さいたま市・三郷市・越谷市・八潮市・草加
市・吉川市・松伏町の６市１町が相互に協力・連携して、MaaSなどを社会インフラとす
るまちづくりの検討を目的とした新たなモビリティサービスによる「まち」づくり協議会
を設置しました。

今後の人口減少による公共交通の縮小やサービスの低下、トラックドライバー不足によ
る移動手段の確保や輸送サービスの低下といった課題を克服し、地域のつながりや交流、
物流や観光などの産業の持続した成長や活力を維持するため、広域道路交通におけるＩＣ
Ｔの活用や自動運転技術に対応した道路交通マネジメントをはじめとした様々な検討や取
組を推進します。

ICT・AIを用いた観光渋滞対策事例

MaaSが拡げる様々な連携

出典：国土交通省「ＩＣＴ・ＡＩを活用したエリア観光渋滞対策について」

出典：国土交通省「日本版MaaSの実現に向けて」
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3．ICT交通マネジメント計画
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〔さいたま市〕国土交通省スマートシティ先行モデルプロジェクト

 導⼊技術

●さいたま市スマートシティ＊推進事業（大宮駅・さいたま新都心周辺地区）

大宮駅・さいたま新都心

周辺地区を対象に、ICT×

次世代モビリティ×複合

サービスの提供や、サービ

スで取得するビッグデータ

の活用により、交通結節点

とまちが一体となった「ス

マート･ターミナル･シ

ティ｣を目指す。

（令和２年度採択）

埼玉県６市１町によるまちづくり協議会

●新たなモビリティサービスによる「まち」づくり協議会

令和元年にさいたま市と三郷市、越谷市、八潮市、草加

市、吉川市及び松伏町が相互に協力・連携して、広域的な

新たなモビリティサービスの導入を目指し、MaaS などを

社会インフラとするまちづくりを検討するため、『新たな

モビリティサービスによる「まち」づくり協議会』を設立

した。

行政サービスとして「あらゆる人が、どこへでもシーム

レスで、安全で自由に移動することができる社会の実現」、

地域の活力強化として「首都圏広域地方計画で東日本の玄

関口に位置づけられる「大宮」の機能強化」と「東京に隣

接し、ヒト、モノ、情報が集積する東部地域の結節点の機

能強化」を目指す。

自動運転等実装実験事例

自動運転車両

協議会設立記者会見きょう

第３回協議会 次世代モビリティ試乗会

出典：国土交通省「スマートシティ官民連携プラットフォーム」

⼈流データ

都市オープン
データ
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3．ICT交通マネジメント計画
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自動運転等実装実験事例

【秩父市】内閣府未来技術社会実装事業

●山間地域におけるスマートモビリティに
よる生活交通・物流融合事業

未来技術を活用し、人とモノの移動の困難

さに着目した山間地域での物流・公共交通

ネットワーク「秩父モデル」を構築する。

既存の物流・交通網を生かしながら、地域

住民の生活の足の維持と観光客を含めた交流

人口の利便性の向上に資する公共交通システ

ムを自動運転（配送）の技術を織り交ぜて構

築する。

出典：内閣府「未来技術社会実装事業（令和２年度）事業概要」

●熊谷スマートシティ推進協議会

暑さ対策を推進する熊谷市において、AI・IoTなどのデジタル技術を活用した、暑さに負けない

快適なまちづくりと、ポストコロナ時代のライフスタイル提案を見据えたスマートシティの実現を

目指す。地域の持続可能性の向上を図るため、自動運転バス隊列走行、リモートファーミング、ス

ポーツを生かした健康寿命の延伸、効率的なインフラ網の構築等から取組を始め、暑さと共存し安

全・安心で快適かつ、持続可能なまちづくりを実践する。

【熊谷市】国土交通省スマートシティ事業化促進事業

出典：国土交通省HPスマートシティプロジェクト



3．ICT交通マネジメント計画
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自動運転等実装実験事例

【毛呂山町】国土交通省スマートシティ先行モデル事業

●毛呂山町スマートシティ先行モデル事業

地域課題解決に先進技術を単独先行導入す
るのではなく、自治体職員や住民が先進的な
取り組みを 自分事として捉えることができ、
積極的に必要な専門知識・高度な未来技術を
習得・実行する「ヒトのア ップデートによ
り推進するスマートシティ化」（ヒトのス
マート化）をまちづくり会社を主軸として取
り組む。

出典：国土交通省「スマートシティモデルプロジェクト」

【三芳町】国土交通省日本版MaaS推進・支援事業

出典：国土交通省HPスマートシティプロジェクト

●三芳町高齢者支援システム実証実験協議会

三芳町の住民意識調査などで課題となって
いる交通に対する不満解消を目的とし、高齢
者の家庭に配布するタブレットとタクシーの
配車システムの連携を図り、平時の医療、買
い物等の移動・役務提供と災害時の安心安全
確保が実現できるシステムの実証を行う。

【和光市】内閣府未来技術社会実装事業

●外環道PAを中心とした交通・産業拠点と

鉄道駅間を連絡する自動運転サービス社会実装

和光市駅と新倉PA、及び周辺の産業集積拠

点間の新たな公共交通サービスによる拠点機能

の強化

外環道側道部の道路空間を活用した自動運転

車両走行空間の整備（ＥＶ型自動運転車両の専

用レーンの設置）

出典：内閣府「未来技術社会実装事業（令和２年度）事業概要」
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⽤語 解説 掲載⾴
ミッシングリンク 未整備区間が存在し、道路網が途中で

切れてる状態のこと
2、12、17

交通マネジメント 利用者の行動パターンを変化させるこ
とで、道路渋滞などの交通課題を解決
する手法のこと

2、21、22、
28、29、30、
31

スマート
インターチェンジ

通行可能な車両を、ＥＴＣを搭載した
車両に限定しているインターチェンジ

5、10、14

緊急輸送道路 大規模な地震等が発生した際に、救命
活動や物資輸送のため災害の発生直後
から緊急車両の通行を確保すべき重要
な道路のこと

17

ICT 「Information and Communication 
Technology」の略で、情報通信技術
により「人とインターネット」、「人
と人」が繋がる技術のこと

19、21、22、
28、29

モーダルコネクト 道路ネットワークとバス等の多様な交
通手段を連携、強化し、利用者が交通
を選択しやすい環境をつくること

22

モビリティサービス 自動車、鉄道、バス、自転車など移動
に関する乗り物すべてのサービス

22、28、29

直轄国道 国土の骨格を担う重要な路線で、一般
国道のうち国が直接管理をする道路

23

スマートシティ 都市が抱える諸問題に対して、ICT等
の新技術を活用しつつ、計画・整備・
管理・運営等が行われ、全体最適化が
図られる持続可能な都市または地区

29、30、31

用語の解説

計画中＊で記した用語を解説しています。
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